
令和 7年第 4回東久留米市農業委員会総会 次第 

１． 日時・場所 令和 7年 4月 24 日（木） 午前 9時 30 分～ 

 市役所 7階 701 会議室 

２．出欠席 

1 番 松本 正一 出・欠 2 番 野瀬 和昭 出・欠 3 番 野島 孝宏 出・欠 

4 番 榎本 義彦 出・欠 5 番 吉田 勇 出・欠 6 番 並木 隆 出・欠 

7 番 小宮 光夫 出・欠 8 番 髙𫞏 圭一 出・欠 9 番 村野 清 出・欠 

10 番 篠宮 仁 出・欠 11 番 篠宮 泰則 出・欠 12 番 岸 良晴 出・欠 

13 番 吉㚖 努 出・欠 14 番 野﨑 武典 出・欠   

  （出席 14 名、欠席 0 名、委員の過半数以上の出席により会議は成立） 

 

３．議事録署名委員       2 番委員・野瀬 和昭    4 番委員・榎本 義彦 

 

４．前回の議事録の承認    3 番委員・野島 孝宏    5 番委員・吉田 勇 

 

５．審議事項 

（１）第 4号議案 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について 

 

６．専決処理事項  

（１）報告第 7号 4～6番 農地転用届出書の受理について（農地法第 4条第 1 項第 7 号） 

（２）報告第 8号 7～10 番 農地転用届出書の受理について（農地法第 5条第 1 項第 6 号） 

 

7. 報告事項  

(１) 東久留米市物価高騰対応農業用機器等整備支援事業補助金事業について 

(２) 令和 8年度農業委員選任について 

 

9．その他 

 (１) 農地パトロールについて 

 (２) JA 理事からの報告 

 (３) その他 

 

10. 次回総会 令和 7年第 5回東久留米市農業委員会総会 

        令和 7年 5月 23 日（金）午前 9 時 30 分～ 市役所 7階 703 会議室  



令和 7年第 4 回東久留米市農業委員会総会 進行台本 

◎開会 

○事務局長 只今より、令和 7 年第 4回東久留米市農業委員会総会を開会します。 

                                      

 

◎出欠席 

○事務局長 委員の出欠席を確認します。出席 14 名、欠席 0 名、農業委員会会議規

則第６条により、委員の過半数以上の出席により会議は成立となります。 

                                      

 

◎議事録署名委員 

○事務局長 ３．議事録署名委員につきましては、2番野瀬 和昭委員 4 番榎本 義

彦委員にお願いいたします。 

                                      

 

◎前回の議事録の承認 

○事務局長 ４．前回の議事録の承認に入ります。3月 25 日に開催しました第 3回農

業委員会総会の議事録について、3 番野島 孝宏委員 5 番吉田 勇委員より承認を

得ておりますのでご報告いたします。 

以降の進行にあたりましては、農業委員会会議規則第４条により農業委員会会長が執

り行います。 

                                      

 

◎審議事項 

○議長 ５．審議事項に移ります。（１）第 4 号議案 生産緑地に係る農業の主たる

従事者についての証明願について、事務局からの説明を求めます。 

 

○事務局 生産緑地法第１０条による買取申し出の提出がありました。買取の申し出

にあたっては、生産緑地法施行規則第３条により、主たる従事者であったかどうか、

農業委員会の証明が必要となります。資料第 4号議案「生産緑地に係る農業の主たる

従事者についての証明願」をご覧ください。 

 

～事務局説明～ 

 

○議長 当該農地については、小宮委員も現地確認を行っておりますので、現状報告

をお願いいたします。 

 

○小宮委員 これまでしっかり耕作されていたので全く問題ない。 

 

○議長 ただいま、事務局および小宮委員より説明がありましたが、委員より質疑が



ございましたら挙手にてお願いいたします。 

 

～質疑～ 

 

○議長 それではお諮りいたします。第 4 号議案 生産緑地に係る農業の主たる従事

者についての証明願について採決をいたします。本議案について承認される委員は、

挙手をお願いいたします。 

挙手多数、よって、第 4 号議案については、証明するものと決します。 

                                      

◎専決処理事項 

○議長 ６．専決処理事項に移ります。（１）報告第 7号 4～6番 農地転用届出書の

受理について（農地法第 4 条第 1 項第 7号）事務局からの説明を求めます。 

 

○事務局 資料「農地法第 4 条第 1項第 7号の規定による届出について」をご覧くだ

さい。この届出は、所有権移転を伴わず農地を農地以外の地目に変更する場合に届け

出てもらうものであり、東久留米市農業委員会の事務処理規程により専決処理案件と

なっております。 

 

～事務局説明～ 

 

○議長 ただいま、事務局より説明がありましたが、委員より質疑がございましたら

挙手にてお願いいたします。 

 

～質疑～ 

 

○議長 それでは次に（２）報告第 8号 7～10 番 農地転用届出書の受理について（農

地法第 5条第 1 項第 6号）、事務局からの説明を求めます。 

 

○事務局 資料「農地法第 5 条第 1項第 6号の規定による届出について」をご覧くだ

さい。この届出は、農地を農地以外の地目に変更し所有権移転を伴う場合に届け出て

もらうものであり、東久留米市農業委員会の事務処理規程により専決処理案件となっ

ております。 

 

～事務局説明～ 

 

○議長 ただいま、事務局より説明がありましたが、委員より質疑がございましたら

挙手にてお願いいたします。 

 

～質疑～ 

                                      



◎報告事項 

 

○議長 ７．報告事項に移ります。（１）東久留米市物価高騰対応農業用機器等整備支

援事業補助金事業について、事務局より説明を求めます。 

 

○事務局 ～補助金の対象、全体の金額、割合の説明～ 

 

〇議長 ただいま、事務局より説明がありましたが、委員より質疑がございましたら

挙手にてお願いいたします。 

 

○議長 続きまして、(２) 令和 8 年度農業委員選任について事務局より説明をお願

いいたします。 

 

○事務局  

・次期農業委員の任期は令和８年７月２０日からとなっております。そこで、ＪＡ東

京みらい東久留米地区の各支部長に次期農業委員の選任依頼を行いました。また、休

支部の地区におかれましては、現農業委員に依頼しましたのでよろしくお願いいたし

ます。前回の改選より、国から女性の農業委員の割合を３０％と定められ、当市にお

いては、女性農業委員を５名目指す必要があるため、可能な限り女性の候補者もご検

討いただきたい旨の文書をお送りしました。 

 

・農業委員改選までのスケジュール説明 

 

〇議長 ただいま、事務局より説明がありましたが、委員より質疑がございましたら

挙手にてお願いいたします。 

 

                                     

◎その他 

○議長 8．その他に移ります。（１）農地パトロールついて事務局より報告をお願い

します。 

 

～農地パトロールの班分けの説明～ 

～農地パトロールの流れ・発表者の説明～ 

 

○議長 何かご質問がありますか、ないようでしたら続きまして、（２）ＪＡ理事から

報告はございますか。 

 

○篠宮委員 ～各事業の今年度の目標について～ 

      ～新理事の顔合わせについて～ 

 



○議長 続きまして、(３)その他 何か報告のある方はいらっしゃいますか。 

 

○事務局 ～サルの出現について～ 

 

                                     

 

◎次回総会 

○議長 ９．次回総会についてですが、令和7年第5回東久留米市農業委員会総会は、

令和 7年 5 月 23 日 午前 9時 30 分より市役所７階 703 会議室にて行います。 

 

○議長 只今をもちまして、令和７年第 4回東久留米市農業委員会総会を閉会いたし

ます。本日はありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和 7 年 5 月 23 日 

                       議   長 村野 清(自署) 

                         2 番委員 野瀬 和昭(自署) 

                      4 番委員 榎本 義彦(自署) 


